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「道路橋定期点検等業務」受託候補者の選定に関する公募要領 

 

１ 目 的 

   この要領は、「一般財団法人ふくしま市町村支援機構（以下「支援機構」という。）」が福島県内の

市町村から委託を受けた道路橋定期点検等業務の円滑な遂行を図るため、公募により当該業務に

関する受託候補者を募集する際の手続きについて必要な事項を定める。 

 

 

２ 公募の概要 

  (1) 公募名  

     道路橋定期点検等業務の受託候補者の選定 

 

  (2) 公募内容  

     支援機構が福島県内の市町村から委託を受けた道路橋等に関する道路法第４２条及び道路

法施行規則第４条の５の６の規定に基づき実施する道路橋の定期点検等業務（以下「道

路橋定期点検等業務」という。）の受託候補者を募集するものである。 

 

 

３ 応募資格等 

  応募資格等の要件は、次の各号を全て満たすこととする。 

  (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 

  (2) 福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく入札参加資格制限中でないこと。 

 

  (3) 建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年 4 月 15 日建設省告示第 717 号）の登録部門の

道路部門または鋼構造及びコンクリート部門に登録をしている者であること。 

 

  (4) 福島県内に本店（建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年 4 月 15 日建設省告示第 717
号）第４条２項における営業所の名称及び所在地）を有すること。 

 

  (5) 過去３年間に国及び地方公共団体から、道路橋定期点検等の業務を受注した実績（業務

担当者が近接目視を年間１００橋以上かつ橋梁点検車による近接目視を年間１０橋以上

の実績とする。）があること。（元請けとして受託し下請けを使用した場合の実績は不

可とし、下請けとしての実績は可とする。) 

   （実績等の確認ができる資料は、提出書類（様式４「業務担当者経歴書」）によるものと

する。） 

     

  (6) 業務においては、業務担当者（道路橋点検士登録者又はふくしまＭＥ（基礎）、（保全）、

（防災）認定者、労働安全衛生法による技能講習修了者「高所作業車運転」（特別教育

（作業床の高さ 10m 未満）可）、中型自動車免許（８ｔ限定中型免許可）以上のすべて

の資格を有する者）を３名以上、作業員を各２名以上、交通誘導員を３名以上配置でき

る者であること。（資格の確認ができる資料は、提出書類（様式４「業務担当者経歴書」）

によるものとする。） 

 

  (7) 橋梁点検データ取りまとめ支援ソフトとして「長寿郎/ＢＧ バージョン 4.09（サブスク

リプション版）」および「同ソフトの支援機構システム改修版」を有する者、または近
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日中に有する見込みのある者であること。 

 

  (8) 当該業務を受託する場合は、自社単独または共同体（当該業務を共同連携して行うこと

を目的に２以上のものが構成員となって結成した共同体）とする。 

 

  (9) 自社単独である場合は、(1)～(7)に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 

 

  (10) 共同体である場合は、次の(ｱ)～(ｵ)に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 

（ｱ）構成員の数が３を超えない者であること。 

（ｲ）代表構成員が(1)～(7)に掲げる要件をすべて満たしている者であること。また、その

他の構成員は(1)～(2)に掲げた要件を満たしている者であること。 

（ｳ）共同体の運営については、必要な事項を定めた協定書を締結している者であること。 

（ｴ）構成員の分担業務が、業務内容により(ｳ)の協定書において明らかな者であること。 

（ｵ）共同体においては、決定された代表者が(ｳ)の協定書において明らかな者であること。 

 

 

４ 業務実施内容 

  (1) 支援機構の業務 

（ｱ）点検・診断業務 

（ｲ）成果品取りまとめ 

（ｳ）データ管理 

（ｴ）技術指導 

（ｵ）技術講習・安全協議会の開催 

 

  (2) 受託者の業務 

（ｱ）点検・予備診断業務 

（ｲ）構成員への技術指導 

（ｳ）技術講習・安全協議会への参加 

 

  (3) 業務実施体制 

（ｱ）現地点検においては必ず道路橋点検士又はふくしまＭＥ（基礎）、（保全）、（防災）

認定者がメンバーに含まれていること。 

（ｲ）共同体の成果物（データ含む）は、代表構成員の統一的様式で取りまとめるとともに、

成果内容についても代表構成員の審査を経て提出するものとする。 
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５ 応募手続等 

  (1) 事務担当 

     福島市中町７番１７号 

         一般財団法人ふくしま市町村支援機構 土木技術部 構造保全課 

         電話番号    ０２４－５９７－７０６３ 

          ファクシミリ  ０２４－５２２－５１３９ 

         電子メール   info2@fctc.or.jp 
 

  (2) 手続開始の公告等 

手続開始については、一般財団法人ふくしま市町村支援機構ホームページ

（ https://www.fm-so.org ）に掲載する。 

 

  (3) 募集要領等の配布 

  ① 配付方法 

    応募に必要な書類は、一般財団法人ふくしま市町村支援機構ホームページ               

（ https://www.fm-so.org ）に掲載する。 

  ② 配付期間 

     令和6年 5月 7日（火）から令和6年 5月24日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日除く）

の 9時から17時までとする。 
 

 

６ 不明な点がある場合の質疑について 

  (1) 質問書（様式１）の受付期限並びに提出場所及び方法 

       質疑事項がある場合、質問書（様式１）を用い、令和6年 5月10日（金）17時までに、上記5

の(1)に郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してください。なお、ファクシミリ又は電子メー

ルによる場合は、必ず電話で送信確認をしてください。郵送による場合は、受付期限内に必着とす

る。 

 

  (2) 質問書に対する回答期限及び回答方法 

令和6年 5月14日（火）までに、質問回答書（様式２）を一般財団法人ふくしま市町村支援

機構ホームページ（ https://www.fm-so.org ）に掲載する。 

 

 

７ 書類の提出について 

  (1)  書類の提出期限並びに提出場所及び方法 

令和6年 5月24日（金）17時までに、上記5の(1)に1部持参してください。提出時のヒアリング

実施後に受理しますので、必ず電話で提出日時を予約してください。なお、上記提出期限以降におけ

る書類等の内容変更及び再提出は認めない。 

 

  (2) 書類の作成について 

  ① 書類は、１０ 各種様式③～⑥により作成する。 

  ② 自社単独の場合は、公募申請書（様式３）により作成すること。 

  ③ 共同体の場合は、公募申請書（様式４－１）および公募申請書（様式４－２）により作成する

こと。 

  ④ 業務担当者経歴書（様式５）の作成に当たっては、以下の項目に留意すること。 

 ア 業務担当者実績については、各業務担当者が過去３年に各年の近接目視を１００橋以上か

つ橋梁点検車による近接目視を１０橋以上記載すること。 

mailto:info2@fctc.or.jp
https://www.fm-so.org
https://www.fm-so.org
https://www.fm-so.org
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 イ 業務担当者資格については、「道路橋点検士登録者」又は「ふくしまＭＥ（基礎）、

（保全）、（防災）認定者」・「労働安全衛生法による技能講習修了者「高所作業

車運転」（特別教育（作業床の高さ 10m 未満）可）」・「中型自動車免許（８ｔ限

定中型免許可）」の３資格を有する者。 

ウ 保有する資格の資格証等の写しを１部添付すること。 

  ⑤ 自社単独または共同体の代表構成員については、履歴事項全部証明書および建設コンサルタン

ト登録通知の写しを各１部添付すること。 

  ⑥ 共同体においては協定書の写しを１部添付すること。 

 

 

８ 契約の相手方（受託者）の決定 

   契約の相手方は、次の各号の定めるところにより決定する。 

  (1) 契約の相手方決定のための審査は「一般財団法人ふくしま市町村支援機構経理規程」第28条の

２の規定に基づき、指名運営委員会において行い、契約の相手方として複数名を決定する。 

 

  (2) 選定者とは、速やかに別記基本契約書を締結するとともに、おって基本契約書第３条第２項に定

める個別契約を随意契約により締結する。 

    なお、委託料の額は、基本契約締結後に選定者が提出する下記の橋長種別ごとの単価に係る見

積書をもとに決定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) この手続きに参加した者が、９(1)から(7)の失格条項等に該当する場合は、その者とは契約の締

結は行わない。 

 

  (4)  上記(2)の個別契約は、別記「委託契約書」による。 

 

 

９ 失格条項等 

   次の各号の一つに該当する場合は失格とする。 

  (1) 業務担当者経歴書が、提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

  (2) 業務担当者経歴書が、様式及び本要領に示された条件に適合しないもの。 

  (3) 業務担当者経歴書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

  (4) 業務担当者経歴書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

  (5) 業務担当者経歴書に虚偽の内容が記載されているもの。 

  (6) 構成員が、複数の共同体に参加しているもの。 

  (7) その他、応募資格要件に適合しないもの。 

 

 

【 単価契約 】 

 ① 定期点検：橋長 ５ｍ未満 1 橋当り 

 ② 定期点検：橋長 ５ｍ以上１０ｍ未満 1 橋当り 

 ③ 定期点検：橋長１０ｍ以上１５ｍ未満 1 橋当り 

 ④ 定期点検：橋長１５ｍ以上 Co橋（径間数、全幅員区分別） 1 橋当り 

 ⑤ 定期点検：橋長１５ｍ以上 鋼橋（径間数、全幅員区分別） 1 橋当り 

 ⑥ 定期点検：トラス・アーチ 上路・中路（橋長区分別） 1 橋当り 

 ⑦ 定期点検：トラス・アーチ 下路（橋長区分別） 1 橋当り 

 ⑧ 定期点検：斜張・吊橋 1 橋当り 
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１０ 各種様式 

    様式は以下のとおりとする。 

  ①   質問書                         様式１ 

  ②   質問回答書                       様式２ 

  ③   公募申請書（自社単独用）          様式３ 

  ④   公募申請書（共同体代表構成員用）      様式４－１ 

  ⑤   公募申請書（共同体構成員用）        様式４－２ 

  ⑥  業務担当者経歴書              様式５ 


